
改定理由

第２章　社員総会 第２章　社員総会

（決議の方法） （決議の方法）

第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出

席し、その議決権の過半数をもって、これを決する。 なお、賛否同数のとき

は、議長の決するところに従うものとする。

第19条 （現行のとおり）

2 正会員は代理人をもってその議決権を行使することができる。 2 正会員は代表者もしくは代理人をもってその議決権を行使することができ

る。

3 前項の場合、代理人は代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。 3 第２項の代表者または代理人は、書面または当該書面に記載すべき事項を

電磁的方法により議決権を行使することができる。

4 第２項の代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することができる。

4 第２項の代表者または代理人は、代表者または代理人以外の者に議決権を

委任することができる。その場合、代理人もしくは代理人は、議決権を委

任することを証する書面または当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に

より本会に提出しなければならない。

第４章　理事会及び理事 第４章　理事会及び理事

（理事会の設置） （理事会の設置）

第22条 本会に理事会を設置する。 第22条 （現行のとおり）

2 本会には、５名以上１５名以下の理事を置く。 2 本会には、５名以上２０名以下の理事を置く。 会員数の増加、および活動の活

性化に向けて増員する。

第26条
本会には、代表理事１名を置き、理事会の決議によりこれを定める。

第26条 本会には、１名の会長および３名以内の副会長をおき、理事会の決議によ

りこれを定める。

BCPの観点より、代表理事を2

名以内とする。

2 代表理事は、本会を代表し、本会の業務を統括する。 2 本会には２名以内の代表理事をおき、会長は法人法上の代表理事となる。

また、副会長の中から１名を代表理事として、理事会で制定することがで

きる。

3 理事のうち３名以内を副代表理事とする。副代表理事については、理事会の決議

によりこれを定める。

3 代表理事は、本会を代表し、本会の業務を統括する。

4 副代表理事は、代表理事を補佐して、本会の業務を掌理し、代表理事に事故等が

あるときは、あらかじめ理事会の定める順序によりその職務を代行する。

4 副会長は、会長を補佐して、本会の業務を掌理する。

代表者、代理人、委任者を明確

にする。

現状の運用に合わせる。
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